
 

仕 様 書 

 

                  第一管区海上保安本部補給課 

 

件  名  パーソナルコンピュータ１００台買入 

納入場所  別紙 1のとおり 

納入数量  別紙 1のとおり 

納入期限  令和７年３月１４日 

 

契約の範囲 

（１） 本契約の範囲は、関連ソフトウェアのインストール、機器の納品及び第一管区海上保安本部に対

する諸手続を含むものとする。 

（２） 本仕様に明示のない事項であっても、機能上及び通常附帯事項とされるものについては、受注者

の負担において行うものとする。 

 

仕様 

（１）納入する物品は、別紙２の仕様(詳細)に合致するものとする。 

なお、候補となる機器(パソコン本体・マウス)等については、予め機器等リストを提出し、当庁

がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリス

ク低減対策等、当本部と迅速かつ密接に連携し、提案の見直しを図ること。 

納入する物品にあっては事前に仕様を満たすものであることを確認するので、応札前に別添「仕

様確認申請書」にカタログ等の資料を添え当部補給課長に提出し、支出負担行為担当官の承認を得

ること。(承認に約 2週間必要) 

なお、カタログ等には印を付け、どの構成をつけるのか、わかる状態で提出すること。 

（２）パソコン本体が以下の基準に適合した製品であること。 

   ・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 

   ・エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法） 

   ・国際エネルギースタープログラム 

 

 



その他 

（１）保証 

① 納入日から起算し、１年間の無償保証期間を設けること。 

②  納入日から経過年数が４年（耐用年数省令及び関連通達第 2 条第 7 項第 6 号の定める耐用年

数）に満たない期間内に、同一機器で同様の障害によって複数回修理を行ったにもかかわらず、

障害が改善されない場合は、無償交換を指示することがあるので、これに応じること。ただし、

やむを得ない事情（メーカーが納入した規格・品番の製造を中止した等）により対応できない場

合については、別途協議するものとする。 

③  納入時の初期不良については、交換するものとする。 

④ 部品の供給可能年数が納入年度から５年以上あること。 

（２）第一管区海上保安本部入札・見積者心得及び会計関係法規を遵守すること。 

（３）本件仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、当本部担当官と協議のうえ、その指示に 

従うこと。 

（４）支払いは、検査職員の検査合格後一括払いとする。 

 

仕様書等に関する問い合わせ先 

第一管区海上保安本部経理補給部補給課  

電話番号：０１３４－２７－０１１８（内線２２６４） 

  ＦＡＸ：０１３４－２７－６１８３ 

  



別紙２ 

仕様（詳細） 

 

１ パーソナルコンピュータ１００台買入 

（１）機器構成 

  以下の要件を満たす機器であること。 

① Ａ４ワイドノート型であること。 

② ＣＰＵは第１３世代Ｃｏｒｅ ｉ５‐１３３５Ｕ（４.６ＧＨｚ）相当以上とする。 

③ メインメモリは８ＧＢ以上であり、空スロット 1個以上を有すること。 

④ ストレージはＳＳＤ２５６ＧＢ以上であること。 

⑤ ＣＰＲＭ対応内蔵型ＤＶＤスーパーマルチドライブを有すること。 

（ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ＋Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、 

 ＣＤ－Ｒ／ＲＷ） 

※ライティングソフト及びＣＰＲＭ対応ＤＶＤ再生ソフトが添付されていること。（バンドル

版） 

⑥ １５．６型ＨＤ（１，３６６×７６８ドット）と同等以上のカラー液晶で、Ｗｅｂカメラ

（顔認証対応）であること。 

⑦ インターフェースは、内蔵型でＵＳＢ３．２（Ｔｙｐｅ－Ａ）対応のポート３個以上、映像

出力が可能でＵＳＢ Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｌｉｖｅｒｙに対応しているＵＳＢ３．２（Ｔｙｐｅ

－Ｃ）のポート１個以上、アナログＲＧＢポート１個以上、ＨＤＭＩポート 1個以上、ＬＡ

Ｎポート 1個以上を備えること。 

⑧  ＵＳＢ接続光学式マウス 1個を付属すること。 

⑨  ＪＩＳに準拠しているアイソレーションキーボードであり、内蔵ポインティングデバイス            

を停止できる機能を有するものであること。 

⑩  簡易操作での省電力機能を備え、最大消費電力は 100Ｗを超えないこと。 

ピークシフト機能を有し、フル充電を回避するハードメーカー純正のユーティリティが実装

されていること。 

⑪  メーカー純正のＡＣアダプタを添付すること。 

⑫  1時間以上連続可動させることが可能なバッテリーを内蔵していること。 

⑬  無線ＬＡＮ機能を有しない若しくは同機能を有する場合は使用できない措置がとれるもの

であること。 



⑭  質量２．２ｋｇ以下であること。 

（２）ソフトウェア構成 

① ＯＳは、Ｗｉｎｄｏｗｓ １１ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ６４ｂｉｔ版 

② 上記①及びその他必要になるソフトウェアがある場合には、インストールのうえ納入する 

こと。（内蔵ドライブやマウス等の導入機器において、当該機器を動作させるのに必要がある場 

合など） 

③ ライセンス認証はインターネット接続のない環境で実施できること。 

 



納入場所・数量一覧 別紙１

部署名
パーソナルコンピュータ

納入内訳
郵便番号 住  所 電  話

1 函館海上保安部 10 〒040-0061 函館市海岸町24-4 0138-42-1118

2 小樽海上保安部 19 〒047-0007 小樽市港町5-2 0134-27-6118

3 室蘭海上保安部 3 〒051-0023 室蘭市入江町1-13 0143-23-0118

4 苫小牧海上保安署 1 〒053-0004 苫小牧市港町１－６－１５ 0144-33-0118

5 浦河海上保安署 1 〒057-0021 浦河郡浦河町潮見町42-1 0146-22-9118

6 釧路海上保安部 23 〒085-0022 釧路市南浜町5-9 0154-22-0118

6 広尾海上保安署 3 〒089-2624 広尾郡広尾町並木通東1-12-1 01558-2-0118

7 留萌海上保安部 5 〒077-0048 留萌市大町3-37-1 0164-42-0656

8 稚内海上保安部 5 〒097-0023 稚内市開運2-2-1 0162-22-0118

9 紋別海上保安部 6 〒094-0011 紋別市港町5-3-10 0158-23-0118

10 網走海上保安署 7 〒093-0005 網走市南5条東7丁目 0152-44-9118

11 根室海上保安部 12 〒087-0055 根室市琴平町1-38 0153-24-3118

12 羅臼海上保安署 5 〒086-1832 目梨郡羅臼町船見町132 0153-87-2274

合計数量 100


